
は
じ
め
に

一
般
に
は
さ
ほ
ど
広
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
中
世
瀬
戸
内
海
を
往

来
し
た
船
舶
の
実
態
を
理
解
す
る
上
で
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に
枝
船
が

あ
る
。

『
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
版
）
で
は
「
枝
船
と
は
本
船
に
つ
く
供
船
で
、
中
世
以

来
廻
船
の
大
型
化
に
伴
っ
て
、
沖
に
停
泊
し
た
本
船
か
ら
荷
物
を
積
み
分
け
て
揚
げ

降
ろ
し
し
た
。
こ
の
よ
う
な
瀬
取
り
の
船
を
本
船
に
対
し
て
い
う
」
と
あ
り
、
そ
の

論
拠
と
し
て
『
廻
船
式
目
（
回
船
大
法
）』、『
日
葡
辞
書
』、『
和
漢
船
用
集
』
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。『
廻
船
式
目
（
廻
船
大
法
）』
に
は
「
本
船
枝
船
之
時
、
枝
船
の
荷
物

捨
て
本
船
無
恙
時
者
、
本
船
配
当
有
間
敷
事
、
故
者
親
之
罪
者
子
ニ
懸
り
、
子
之
罪

者
親
ニ
懸
ル
事
無
之
故
也
、
但
、
最
前
枝
船
積
合
之
時
、
互
ニ
乗
衆
約
束
之
上
を
以

可
有
沙
汰
事
」
と
の
一
条
が
あ
り
、
海
難
事
故
で
捨
荷
し
た
時
の
損
害
負
担
関
係
を

規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
日
葡
辞
書
』
に
は
「
Ｙ
ｅ
ｄ
ａ
ｆ
ｕ
ｎ
ｅ
（
枝

船
）
帆
船
に
使
わ
れ
る
舟
艇
の
よ
う
に
、
他
の
大
き
な
舟
に
使
わ
れ
る
小
舟
〔
伝
馬

舟
〕（
邦
訳
）」
と
あ
る
。
さ
ら
に
、『
和
漢
船
用
集
』
三
　
海
船
之
部
に
も
、「
枝
船

（
エ
タ
フ
ネ
）
供
船
也
。
又
小
舟
を
云
」
と
み
え
る
。

『
国
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
版
）
に
は
、

大
船
を
本
船
・
親
船
と
呼
ぶ
の
に
対
す
る
は
し
船
ま
た
は
供
船
の
称
で
、
中
世
で

い
う
場
合
が
多
い
。
近
世
の
伝
馬
船
・
艀
（
は
し
け
）
と
同
じ
。
本
船
に
曳
航
も
し

く
は
搭
載
さ
れ
て
航
海
し
、
入
港
し
た
際
、
本
船
と
陸
岸
と
の
連
絡
や
荷
物
の
積
み

お
ろ
し
な
ど
に
使
わ
れ
る
。
大
き
さ
は
本
船
の
二
〜
三
割
程
度
の
小
船
が
ふ
つ
う
で
、

十
四
世
紀
ご
ろ
ま
で
は
刳
船
を
主
に
用
い
、
十
五
世
紀
ご
ろ
よ
り
簡
素
な
構
造
の
組

立
式
の
船
に
変
わ
り
、
近
世
の
伝
馬
船
に
発
展
し
た
。（
石
井
謙
治
執
筆
）

と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
枝
船
と
は
、

（
１
）
本
船
（
親
船
）
に
曳
航
さ
れ
、
積
み
荷
を
積
ん
だ
供
給
（
子
船
）

（
２
）
本
船
に
曳
航
も
し
く
は
搭
載
さ
れ
、
近
世
の
伝
馬
船
・
艀
（
は
し
け
）
と

同
様
に
、
入
港
し
た
際
、
船
と
陸
岸
と
の
連
絡
や
荷
物
の
積
み
お
ろ
し
な
ど
に
使
わ

れ
る
小
船
。

と
大
別
す
れ
ば
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

次
に
「
枝
船
」
に
つ
い
て
菅
見
に
入
っ
た
史
料
を
掲
げ
る
。

（
ａ
）

崇
徳
院
影
堂
讃
岐
北

山
本
庄
国
科
舟
之
事

崇
徳
院
御
影
堂
領
讃
岐
国
北
山
本
新
庄
国
料
船

等
事
、
毎
季
拾
艘
可
運
上

云
々
、
海
河
上
諸
関
無
其
煩
可
勘
過
之
、
若
有
違
乱
之
儀
者
可
処
厳
科
之
由
所
被
仰

下
也
、
仍
下
知
如
件

宝
徳
元
年
八
月
十
三
日

右
京
大
夫
源
朝
臣q

福
江
丸

枝
丸
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『
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
』
に
み
る
枝
船

『
兵
庫
北
関
入
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納
帳
』
に
み
る
枝
船
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保
　
夫



（
ｂ
）（
花
押

（
足
利
義
政
））

大
慈
院
国
料
船

事
、
海
河
上
津
々
浦
々
諸
関
渡
毎
度
無
其
煩
可
勘
過
之
状
下

知
如
件

長
禄
三
年
九
月
十
四
日w

（
ｃ
）

南
御
所

国
料
船
一
丸
年
中
弐
艘

事
、
早
任
長
禄
三
年
九
月
十
四
日

御
判
之
旨
、
海
河
上
津
々
浦
々
諸
関
渡
上
下
無
其
煩
可
能
勘
過
之
由
所
被
仰
下
也
、

仍
執
達
如
件

寛
正
二
年
四
月
四
日
　
右
京
大
夫
（
花
押
）

当
院
雜
掌e

（
ａ
）
は
将
軍
不
在
時
に
菅
領
細
川
勝
元
に
よ
り
発
給
さ
れ
た
「
国
料
」
勘
過
状

で
あ
る
。
崇
徳
院
御
影
堂
領
讃
岐
国
北
山
本
新
庄
か
ら
の
年
貢
は
「
国
料
」
と
し
て

福
江
丸
お
よ
び
枝
丸
に
よ
り
運
送
さ
れ
て
い
た
。
枝
丸
は
福
江
丸
に
付
随
す
る
枝
船

と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
枝
舟
は
（
１
）
か
（
２
）
か
は
判
然
と
し
な
い
。

（
ｂ
）
は
将
軍
足
利
義
政
の
御
判
御
教
書
に
よ
る
「
国
料
」
勘
過
状
で
、（
ｃ
）
は

（
ｂ
）
を
う
け
て
発
給
さ
れ
た
菅
領
細
川
勝
元
施
行
状
で
あ
る
。（
ｂ
）
よ
り
大
慈
院

国
料
船
一
丸
に
は
枝
舟
が
付
随
し
て
お
り
、（
ｃ
）
に
よ
り
そ
の
枝
舟
は
「
水
無
瀬
」

（
浅
瀬
）
に
お
い
て
一
丸
の
「
積
分
」
の
瀬
取
り
運
送
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
、（
２
）
に
あ
た
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
菅
見
に
入
っ
た
史
料
と
し
て
は
こ
れ
以
外
に
も
『
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
』r

が
あ
り
、
こ
れ
に
も
少
な
か
ら
ず
「
枝
船
」
が
散
見
す
る
。『
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
』

は
文
安
二
年
（
一
四
四
五
）
正
月
よ
り
翌
三
年
正
月
に
か
け
て
の
、
東
大
寺
領
兵
庫

北
関
に
寄
港
し
た
船
舶
か
ら
徴
収
し
た
関
税
の
う
ち
主
と
し
て
升
米
を
記
入
し
た
日

記
体
の
帳
簿
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
文
安
二
年
正
・
二
月
は
東
京
大
学
文
学
部
が
、

同
年
三
月
以
降
は
故
林
屋
辰
三
郎
氏
の
燈
心
文
庫
の
所
蔵
（
現
京
都
市
歴
史
資
料
館
蔵
）

で
あ
る
。

『
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
』
の
枝
船
に
つ
い
て
は
す
で
に
金
指
正
三
氏t

が
枝
船
の
語

の
初
見
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
枝
船
に
つ
い
て
の
分
析
は
さ
れ
て
お
ら
れ
な

い
。
本
稿
で
は
『
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
』
に
み
え
る
枝
船
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り

室
町
中
期
の
瀬
戸
内
海
水
運
の
実
態
に
迫
っ
て
み
た
い
。

一

ま
ず
『
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
』
に
み
え
る
本
船
と
枝
船
と
が
共
に
明
ら
か
で
あ
る

事
例
を
次
に
掲
げ
る
。

〔
七
月
二
十
二
日
〕

地
下
　
苧
　
五
十
束
　
一
貫
五
十
文
　
本
枝
　
堺
三
郎

七
月
廿
七
日

同
所
　
苧
　
廿
　
束
　
二
艘
分
　
　
　
　
　
　
枝
舟

七
月
二
十
二
日
に
船
頭
堺
三
郎
に
率
い
ら
れ
た
地
下
（
兵
庫
）
船
籍
の
船
で
、
苧

を
積
ん
で
入
船
し
た
「
本
枝
」
二
艘
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。「
本
枝
」
二
艘

分
、
合
わ
せ
て
苧
を
計
七
十
束
の
関
銭
一
貫
五
十
文
で
支
払
わ
れ
て
い
る
。
枝
舟
に

は
船
頭
名
が
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
船
に
曳
航
さ
れ
、
積
み
荷
を
積
ん
だ
供
船
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
同
日
入
船
の
地
下
（
兵
庫
）
の
船
と
し
て
は
他
に
嶋
本
太
郎
二
郎
（
苧
廿

五
束
）
と
豊
後
屋
衛
門
三
郎
（
苧
卅
束
）
が
み
え
、
い
ず
れ
も
苧
を
運
送
し
て
い
る
。

次
に
船
頭
名
の
次
行
に
「
同
人
」
と
あ
り
そ
の
肩
書
き
に
「
枝
舟
」
と
記
載
さ
れ

但
水
無
瀬
以
積
分

枝
舟
可
運
送
之

号
大

慈
院

一
丸
井

枝
舟
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て
い
る
事
例
が
あ
る
。

〔
三
月
十
一
日
〕

下
津
井
　
マ
メ
　
六
十
石

米
　
　
四
十
石
　
　
弐
貫
百
文
　
　
　
兵
衛
四
郎
　
　
道
祐

小
嶋
　
六
十
石
　
　
　
　
三
十
九
日

同
所
　
　
米
　
　
六
十
石

マ
メ
　
六
十
五
石
　
弐
貫
五
百
文

小
嶋
　
七
十
石
　
　
　
　
三
十
九
日

枝
舟

同
　
　
　
　
　
同

三
月
十
一
日
に
下
津
井
よ
り
船
頭
兵
衛
四
郎
に
よ
っ
て
米
・
豆
と
児
島
塩
を
運
ん

で
き
た
船
で
、
本
船
に
船
頭
兵
衛
四
郎
の
名
が
あ
り
、
次
行
が
そ
の
枝
船
で
、
本
船

に
曳
航
さ
れ
積
み
荷
を
積
ん
だ
供
船
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
船
よ
り
枝
船
の

方
が
米
が
二
十
石
、
豆
で
五
石
、
児
島
塩
で
十
石
多
い
。
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
船
の
規

模
を
表
す
と
み
な
す
と
枝
船
の
方
が
本
船
よ
り
大
き
い
こ
と
に
な
る
。

797

六
一

『
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
』
に
み
る
枝
船

地　名 船　頭　名 入　港　日　（品　目）

摂津　地下 塩や　衛門九郎 7.16（備後百五十石）・（榑卅石〆・アラメ卅石〆）
市　　衛門二郎 11.26（米卅石）・（米廿石）

杭瀬 左衛門四郎 12.4（赤米十六石）・（米廿二石）
◎ 三郎 12.15（赤米十五石・米廿五石）・（米二石）
◆播磨　英賀 衛門三郎衛門 12.5（米卅石）・（米卅五石）

網干 左衛門二郎 11.18（米五十石・あか十石）・（あか五石・小イハシ十三駄）
衛門五郎 11.18（米十石・あか卅五石）・（米十石・あか廿石）・（あか廿石）
衛門二郎介 12.4（米七十石）・（マメ十五石・米卅石）
衛門二郎 12.17（米四十石・マメ十石）・（米卅石・マメ十石）

伊津 衛門三郎 12.9（あか十五石・米五十石）・（米廿石・マメ廿石・あか五石）
今在家 左衛門五郎 12.17（あか四十五石）・（米十石・あか十石）
室 弥二郎兵衛 11.16（小イハシ廿六駄）・（小イハシ廿二駄）

橋　　右馬四郎 11.18（小イハシ卅三駄）・（小イハシ廿駄）
◎備前　牛窓 三郎衛門 12.9（米二百五十石）・（米六十石）
◆　　　下津井 兵衛四郎 3.11（マメ六十石・米四十石・小嶋六十石）・（米六十九石・マメ六十

五石・小嶋七十石）

◎は枝船が本船の三割以下　　◆は枝船が本船より大きいことを示す 先頭が「本船」以下「枝舟」

表１　船頭名の次行に「同人」とありその肩書に「枝舟」と記載されているもの



次
に
船
頭
名
の
次
行
が
「
同
人
」
お
よ
び
そ
の
肩
書
き
に
「
枝
舟
」
と
あ
る
の
で

は
な
く
、
た
だ
単
に
「
枝
舟
」
な
い
し
は
「
同
人
」
と
の
み
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の

を
示
す
。

〔
十
一
月
七
日
〕

網
干
　
　
米
十
石半

双

衛
門
五
郎
　
　
三
郎
太
郎

あ
か
四
十
石

同
所
　
　
あ
か
廿
石
　
　
合
四
百
七
十
八
文
　
　
枝
舟
　
　
同
人

十
二
月
十
一
日

同
所
　
　
あ
か
十
五
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枝
舟
　
　
同
人

〔
十
二
月
四
日
〕

網
干
　
　
米
廿

石
ハ
ん
そ
う

あ
か
廿
五
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
衛
門
五
郎
　
　
三
郎
太
郎

同
所
　
　
米
五

石
ハ
ん
そ
う

合
六
百
九
十
分

あ
か
廿
石
　
　
　
　
十
二
月
十
一
日
　
　
同
人
　
　
同
人

同
所
　
　
米
十

石
ハ
ん
そ
う

あ
か
十
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
人
　
　
同
人

十
一
月
七
日
は
船
頭
衛
門
五
郎
の
次
行
二
艘
が
「
枝
舟
」
と
記
載
さ
れ
、
船
頭
衛

門
五
郎
の
枝
船
二
艘
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
十
二
月
四
日
で
船
頭
衛
門
五
郎
の
次
行

二
艘
が
「
同
人
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
後
述
す
る
よ
う
に
、
船
頭
衛
門
五

郎
の
枝
船
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
船
頭
衛
門
五
郎
に
よ
り
網
干
よ
り

米
・
あ
か
を
運
ん
で
き
た
船
で
、
本
船
と
枝
船
二
艘
か
ら
な
る
。
十
一
月
七
日
は
本

船
に
米
十
石
、
あ
か
四
十
石
の
計
五
十
石
、
枝
船
は
そ
れ
ぞ
れ
あ
か
を
二
十
石
、
十

五
石
、
ま
た
、
十
二
月
四
日
は
本
船
が
米
二
十
石
、
あ
か
二
十
五
石
の
計
四
十
五
石
、

枝
船
が
そ
れ
ぞ
れ
米
五
石
、
あ
か
二
十
石
の
計
二
十
五
石
と
米
十
石
、
あ
か
十
石
の

計
二
十
石
と
、
い
ず
れ
も
本
船
の
方
が
枝
船
よ
り
ほ
ぼ
二
倍
の
量
で
あ
る
。

十
一
月
七
日
、
十
二
月
四
日
と
同
様
に
、
船
頭
衛
門
五
郎
に
よ
り
網
干
よ
り
米
・

あ
か
を
運
ん
で
き
た
船
で
、
船
頭
名
の
次
行
に
「
同
人
」
と
あ
り
そ
の
肩
書
に
「
枝

舟
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
次
に
掲
げ
る
。

〔
十
一
月
十
八
日
〕

同
所
　
　
　
米
十

石
ハ
ん
そ
う

二
百
六
十
文

（
網
干
）

あ
か
卅
五
石
　
　
　
　
十
二
月
二
日
　
　
衛
門
五
郎

同
三
郎
太
郎

人

同
所
　
　
　
米
拾

石
ハ
ん
そ
う

合
五
百
四
十
五
文

あ
か
廿
石
　
　
　
　
十
二
月
十
一
日
　

枝
舟

同
人
　
　
同
人

同
所
　
　
　
あ
か
廿
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

枝
舟

同
人
　
　
同
人

こ
の
十
一
月
十
八
日
の
事
例
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
十
一
月
七
日
の
本
船
の
次
行

が
単
に
「
枝
舟
」
と
あ
る
も
の
、
ま
た
十
二
月
四
日
の
よ
う
に
本
船
の
次
行
が
「
同

人
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
も
そ
の
記
載
に
違
い
は
み
ら
れ
る
も
の
の
い
す
れ
も

本
船
衛
門
五
郎
の
枝
船
で
あ
る
と
い
う
同
一
事
実
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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六
三

『
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
』
に
み
る
枝
船

地　名 船　頭　名 入　港　日（品目）
摂津　地下 市　　衛門二郎 11.11（米卅石）・（米廿石）

嶋本　道観 11.7（米四十石）・（米廿石）
尼崎 二郎四郎 7.13（三原卅五石）・（三原廿三石）

◆ 大物　十郎 8.4（三原四十八石）・（三原廿五石） 10.17（米廿石）・
（あか十五石・米廿石）・（赤米十五石・米十五石）

◆ 大物　五郎 10.5（米廿石）・（米卅七石）
◎ 大物　六郎太郎 11.9（米四十石）・（米十石）

魚崎 兵衛 10.17（米四十五石・大麦十五石・あか十石）・（米卅五石・大麦廿石）
六郎兵衛 11.8（米卅二石）・（米十一石五斗）

杭瀬 三郎 10.14（米廿石・あか十五石）・（米十石・あか十石）・（米十五石・あか十五石）
◆ 11.17（赤米廿石・米廿石）・（赤米十五石・米卅石）・（米廿石）
播磨　網干 衛門二郎介 10.19（米四十五石）・（米廿五石）・（米七石）

衛門五郎 11.7（米十石・あか四十石）・（あか廾石）・（あか十五石）
左衛門二郎 11.7（米四十五石・あか十五石）・（少鰯七駄・あか六石）

12.4（米五十五石）・（米廿五石）
孫六 11.7（米卅石・あか十石）・（あか五石・少鰯廿石）

◎　　　今在家 左衛門五郎 10.28（米六十石）・（米十二石）
◎　　　中庄 四郎衛門 11.8（米廿五石・材木十石〆）・（材木十石〆）

松江 宮内衛門 10.13（米八十六石）・米五十石）
松原 弥太郎 11.7（米四十石）・（米廿五石）
室 治郎 10.12（少鰯廿三駄）・（少鰯十六駄）

大のせ　彦六 10.17（少鰯廿六駄）・（少鰯十八駄）
◎備前　牛窓 介　　三郎太郎 8.20（小嶋二百石）・（嶋六十五石）
◎　　　下津井 六郎左衛門 7.22（小嶋七十石・小麦廿石・大麦十石）・（小嶋四十石）
◆安芸　竹原 三郎兵衛 10.13（備後六十石・材木）・（備後廿石・材木）（備後卅五石・材木）・

（備後十八石・材木）
淡路　由良 掃部太郎 10.18（榑百八十石〆）（榑百七十石〆）
阿波　海部 孫左衛門 7.6（榑百八十石〆）・（榑百四十石〆）
土佐　甲浦 七郎左衛門 2.3（材木三百石〆）・（材木百廿石〆） 6.27（榑三百石〆）・（榑百六十石〆）

10.7（榑三百石〆）・（榑百四十石〆）
中嶋 10.7（榑二百石〆）（榑七十石〆）

◎は枝船が本船の三割以下　　◆は枝船が本船より大きいことを示す 先頭が「本船」以下「枝舟」

表２　本船の船頭名の次行に「枝舟」とあるもの
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地名 船頭名 入港名（品目）
摂津　地下 衛門九郎 3.5（マメ廿石・備後百卅石）・（備後八十石）
◆ 播磨屋新五郎 4.1（米廿七石）・（米卅五石）・（米廿七石）・（米廿二石）・（米廿二石）
◎ 新源 4.13（マメ二百石・米千四百石）・（米四十石）

道念 4.25（米五十石・備後百石）・（アツキ三石・備後廿五石）
ふんこや　衛門三郎 11.27（コマ廿石・マメ卅五石）・（コマ十五石・マメ米十五石・ソハ五石）

◎ 大夫二郎 12.2（マメ十五石・アイ卅五石）・（大豆六石）
未詳 12.9（コマ十石・マメ十石・アツキ三石）・（コマ七石・マメ八石）

尼崎 中務 11.21（米七十五石）・（米四十五石）
◆ 二郎太郎 11.26（米五十石）・（米十六石）・（米五十五石）・（米五十五石）

大物　左近五郎 11.26（米五十石）・（米卅石）・（米四十五石）・（米卅石）
大物　左近四郎 11.26（米七十石）・（米四十石）
市庭　又五郎 12.12（淀十一艘）・（淀十一艘）

◆ 大物　大夫□□ 12.15（米四十二石）・（米四十五石）
◎　　　魚崎 兵衛 9.28（大麦十石・米六十五石）・（米廿石）
◎　　　杭瀬 大夫太郎 1.14（米廿八石・米七石）

三郎 12.2（赤米十五石・米廿五石）・（赤米拾石・米廿五石）
◆播磨　阿賀 衛門三郎衛門 11.18（米卅石・あか十石）・（米五十石）

（英賀）
網干 衛門五郎 5.24（アカ五十石）・（アカ卅五石）

6.30（大麦十五石・小麦卅石）・（大麦十五石・小麦卅石）
12.4（米廿石・あか廿五石）・（米五石・あか廿石）・（米十石・あか十石）

伊津 衛門三郎 11.18（米七十五石）・（米五十五石）
今在家 左衛門五郎 11.18（米六十石）・（米大豆四十五石）

12.5（米十石・あか廿五石）・（あか廿石）・（小イハシ十七駄）
栄嶋 五郎左衛門 9.12（米四十五石）・（米廿八石） 11.26（米卅五石）・（米卅石）

（営嶋）
林 掃部 2.3（米四十石）・（米卅五石五斗）
福泊 孫二郎 12.15（米四十五石・東山十石）・（米廿石）
室 脇　　治部 9.12（小イハシ廿駄）・（小イハシ十六駄）

ワキ　弥次郎兵衛 9.14（小イハシ廿二駄）・（小イハシ十二駄・粟十石）
備前　伊部 衛門五郎 8.26（ツホ大小六十・苧甘束）・（ツホ大小六十）

牛窓 二郎五郎 11.18（米百石）・（米九十石）
◎ 衛門二郎 11.18（米二百五十石）・（米六十石）

番田 兵庫 9.13（小シマ百四十石・米十石）・（小シマ七十五石）
備中　連嶋 小三郎 4.9（嶋二百卅石・米十石）・（塩鯛六駄）
◎ 五郎三郎 4.9（赤米十五石・マメ廿石・小嶋百廿石）（小嶋十石・米十石）
◎ 四郎太郎 7.10（大麦卅石・小麦十石・嶋二百石）・（大麦五石・皮クツ三石）

祐覚 12.2（マメ五十石・小嶋六十石）・（マメ十五石・コマ五石・小嶋廿石）
西宛 五郎四郎 7.25（小シマ十石・大麦五石・紙二駄）・（小シマ五石・米三石）
（西阿知）

◎備後　尾道 九郎左衛門 6.30（備後百八十石）・（備後廿石・コマ三石） 11.18（材木）（材木）
◎備後　尾道 祐宗 12.1（米・マメ六百石）・（コマ五石・米卅石・マメ廿石・備後廿石）

鞆 太郎二郎 4.17（備後百七十石）・（小鰯十駄）
周防　上関 二郎五郎 4.16（周防塩七十石・ホラ卅駄）・（米十石・周防塩十五石・ホラ七駄）

◎ 三郎四郎 4.16（米六十石・周防塩百石）・（周防塩廿石・米十石・ホラ五駄）
長門　下関 九郎左衛門 4.14（米二百五十石）・（備後百八十石）
（尾道）

阿波　海部 孫左衛門 5.17（榑百八十石〆）・（榑百四十石〆）
土佐泊 七郎左衛門 11.27（米八石）・（米四石）
平嶋 五郎二郎 3.29（榑百六十石〆）・（榑百五十石〆）

讃岐　宇多津 左衛門九郎 7.21（タクマ二百廿石）・（備後百石）
嶋 左衛門六郎 1.8（塩三百石）・（塩百八十石）

時松 5.29（塩三百七十石）・（塩百五十石）
塩飽 水沢 3.26（米マメ六十石・シヲ百六十石・帋五駄）・（米マメ六十石・シヲ百卅石）

◎豊後　門司 正言（将監） 4.9（ニコ見二百石・マメ百石・米千四石）・（米卅石）
◎は枝船が本船の三割以下　　◆は枝船が本船より大きいことを示す 先頭が「本船」以下「枝舟」

表３　本船の船頭名の次行に「同人」とあるもの



ま
た
次
の
よ
う
に
本
船
の
船
頭
名
の
次
行
が
「
ゝ
」

で
示
さ
れ
る
事
例
も
あ
る
。

〔
十
二
月
二
日
〕

尼
崎

赤
米

拾
石

ハ
ん
そ
う

三
百
八
十
文

当
日

米
　

廿
五
石

十大
物

郎

同
所

赤
米

十
五
石

ハ
ん
そ
う

三
百
廿
文

同
日

ゝ

米
　

十
五
石

同
所

米
　

廿
五
石

同

四
百
廿
文

同
日

ゝ

赤
米

十
五
石

ハ
ん
そ
う

十
二
月
二
日
に
尼
崎
の
大
物
十
郎
に
よ
り
運
ば
れ
て

き
た
船
の
次
行
に
「
ゝ
」
で
示
さ
れ
て
い
る
船
も
大
物

十
郎
の
枝
船
と
解
さ
れ
る
。
本
船
が
赤
米
拾
石
、
米
二

十
五
石
の
計
三
十
五
石
、
枝
船
二
艘
が
そ
れ
ぞ
れ
赤
米

十
五
石
と
米
十
五
石
の
計
三
十
石
、
赤
米
十
五
石
と
米

二
十
五
石
の
計
四
十
石
で
本
船
と
枝
船
と
は
量
的
に
大

き
な
違
い
は
み
ら
れ
な
い
。

二

次
に
本
船
が
み
え
ず
「
枝
舟
」
だ
け
が
記
載
さ
れ
て

い
る
も
の
に
つ
い
て
述
べ
る
。

ま
ず
、
船
名
と
「
枝
舟
」
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
史

料
を
次
に
掲
げ
る
。

〔
三
月
十
五
日
〕

菴
（
庵
）
治
　
　
　
　
　
　
　

十
川
（
河
）

殿
国
料
　
　
浦
桜
丸
枝
舟

〔
六
月
二
十
四
日
〕

方
本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
川

（
河
）

殿
国
料
　

兵
桜
丸
枝
舟

庫
　
　

〔
四
月
十
三
日
〕

門
司
　
　
米
二
百
廿
石

讃
岐
斗

弐
貫
八
百
文
　

二
郎

大
家
丸
枝
松

五
郎
　
　
道
祐

卯
月
十
九
日

〔
四
月
十
七
日
〕

苧
四
十
束

綾

牛
窓
　
　
マ
メ
九
十
石
　
　
　
　
弐
貫
五
百
文

俵
丸
枝
舟彦
九
郎
　
　
　
衛
門
九
郎

シ
マ
六
十
石
　
　
　
　
　
　
　
卯
月
廿
六
日

コ
メ
廿
石

船
名
と
し
て
は
桜
丸
、
大
家
丸
、
俵
丸
の
三
艘
の
名
が
み
え
る
が
、
い
ず
れ
も
本

船
と
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
船
名
は
み
え
な
い
。
前
掲
史
料
の
福
江
丸
や
一
丸
と
そ
の

枝
舟
が
崇
徳
院
御
影
堂
や
大
慈
院
の
国
料
船
と
し
て
年
貢
等
の
運
送
に
従
事
し
て
い

た
よ
う
に
、
桜
丸
は
讃
岐
守
守
護
細
川
氏
の
被
官
十
川

（
河
）
の
国
料
船
と
て
活
動
し
て

い
た
。
な
お
、
四
月
十
七
日
に
は
牛
窓
で
右
肩
に
泊
の
記
載
の
あ
る
船
の
入
船
が
一

艘
み
ら
れ
る
が
、
牛
窓
が
右
肩
に
綾
と
の
記
載
の
あ
る
船
は
み
え
ず
、
船
頭
名
が
彦

九
郎
の
牛
窓
船
も
こ
の
一
例
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
兵
庫
（
北
関
）

へ
は
枝
船
だ
け
が
入
港
し
、
本
船
の
桜
丸
や
俵
丸
の
入
港
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
るy

。

ま
た
、
大
家
丸
枝
舩
の
記
載
の
あ
る
四
月
十
三
日
に
入
港
し
た
門
司
船
は
他
に
防
長

守
護
の
大
内
氏
や
石
清
水
八
幡
別
当
田
中
殿
、
あ
る
い
は
六
条
若
宮
八
幡
の
過
書
に

よ
る
年
貢
運
送
に
従
事
し
た
船
頭
祐
幸
の
船
が
み
え
、
あ
る
い
は
こ
れ
が
大
家
丸
本

船
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
船
頭
祐
幸
の
門
司
船
の
よ
う
な
大
型
船
の
着
岸
に
あ
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『
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
』
に
み
る
枝
船 地　名　 船　頭　名 入　港　日（品　目）

摂津　地下 衛門五郎 12.16（米九十一石）・（米卅六石五斗）
魚崎 兵衛 12.16（米五十石）・（卅七石）

◎安芸　蒲苅 嶋末 12.28（布百四束・マメ二百五十石・アツキ卅石）・（布卅一束・マメ八十石）
◎　　　瀬戸田 孫三郎 12.19（マメ卅石・備後四百七十石）・（備後七十石）
讃岐　塩飽 水沢 12.19（シヲ百石・赤イハシ百石〆）・（シヲ四十石・イハシ五十石〆）
◎は枝船が本船の三割以下　　

表４　本船の船頭名の次行に繰り返しの重ね点（＝同人）のあるもの



た
っ
て
、
枝
船
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
か
は
こ
の
史
料
か
ら
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
船
頭
祐
幸
の
門
司
船
が
大
家
丸
で
あ
っ
て
も
な
か
っ
て
も
、
船
頭
二
郎
五
郎

の
大
家
丸
枝
船
は
そ
の
積
載
量
の
大
き
さ
か
ら
み
て
、
本
船
大
家
丸
に
曳
航
さ
れ
、

門
司
よ
り
積
荷
の
米
を
運
送
し
て
き
た
供
船
で
あ
ろ
う
。
国
料
船
桜
丸
の
枝
船
は
積

載
量
が
不
明
で
あ
る
が
、
俵
丸
枝
舟
は
そ
の
積
載
量
の
大
き
さ
か
ら
み
て
、
大
家
丸

枝
船
同
様
、
本
船
俵
丸
に
牛
窓
よ
り
曳
航
さ
れ
て
き
た
供
船
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。次

に
屋
号
の
下
に
「
枝
舟
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
資
料
を
掲
げ
る
。

〔
三
月
二
十
六
日
〕

地
下
　
　
塩
飽
百
石
　
　
　
　
　
三
百
卅
文

あ
わ
や
枝
舟
左
衛
門
五
郎

卯
月
九
日

〔
五
月
十
六
日
〕

地
下
　
　
東
山
七
十
石
　
　

三
百
文
　
　

あ
わ
や
枝
舟
左
衛
門
五
郎

五
月
廿
八
日

〔
十
二
月
十
九
日
〕

地
下
　
　
ナ
マ
コ
百
五
十
合
　
　
二
百
廿
文
　

生
子
屋
枝
舟
衛
門
四
郎
　

二
月
廿
二
日

〔
正

（
文
安
三
年
）

月
五
日
〕

地
下
　
　
三
原
十
八
石

豊
後
屋
枝
舟
兵
衛
二
郎

「
枝
舟
」
が
み
え
る
屋
号
は
以
上
の
よ
う
に
あ
わ
や
が
二
例
、
生
子
屋
、
豊
後
屋

の
そ
れ
ぞ
れ
一
例
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
地
下
、
す
な
わ
ち
、
兵
庫
船
籍
の
船
で
あ

る
。こ

れ
ら
も
兵
庫
（
北
関
）
へ
は
枝
船
だ
け
が
入
港
し
、
あ
わ
や
、
生
子
屋
、
豊
後

屋
の
本
船
は
前
述
の
国
料
船
桜
丸
や
俵
丸
の
よ
う
に
入

港
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

あ
わ
や
と
左
衛
門
五
郎
の
組
み
合
わ
せ
は
他
に
「
枝
舟
」

の
記
載
が
み
え
な
い
次
の
よ
う
な
事
例
が
み
ら
れ
るu

。

〔
四
月
五
日
〕

地
下

三
原
六
十
石

二
百
廿
五
文
あ
わ
や左
衛
門
五
郎
　

卯
月
九
日

〔
四
月
九
日
〕

地
下

備
後
百
七
十
石

一
貫
百
五
十
文
あ
わ
や左
衛
門
五
郎

卯
月
廿
四
日

こ
の
二
例
以
外
に
も
四
月
三
十
日
か
ら
十
二
月
二
十

八
日
ま
で
十
四
例
《
表
５
》
が
み
ら
れ
、
四
月
九
日
や

八
月
六
日
の
備
後
塩
百
七
十
石
を
上
限
と
し
、
八
月
二

十
七
日
の
米
二
十
石
を
最
小
と
す
る
積
載
量
で
、
そ
の

積
荷
の
多
く
は
備
後
、
三
原
、
小
嶋
、
阿
賀
な
ど
の
塩

で
あ
る
。

ま
た
、
生
子
屋
と
衛
門
四
郎
と
の
「
枝
舟
」
の
記
載

が
み
え
な
い
組
み
合
わ
せ
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
一
例

が
み
え
るi

。

〔
十
月
廿
五
日
〕

地
下

大
豆
廿
五
石

五
斗
俵

三
百
五
十
文

衛
生
子
屋

門
四
郎
　

十
月
廿
五
日
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3.26（塩飽百石） 4.5（三原） 4.9（備後百七十石） 4.30（小嶋八十石） 5.16（東山七十石） 5.28（阿賀
七十五石） 6.15（備後百四十石・米廿石・材木十石〆） 6.26（アカ八十石） 7.29（三原九十石） 8.6
（備後百七十石） 8.18（あか八十石） 8.27（米廿石） 9.22（小麦十石・米卅五石） 10.14（米五十五石）
11.12（米五十三石） 11.21（米五十六石） 12.1（米五十五石） 12.28（淀十一艘）

表５　あわ（阿波）屋と左衛門五郎の組み合わせ（3.26～12.28）



豊
後
屋
と
兵
衛
二
郎
と
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
こ
の
「
枝
舟
」
の
記
載
が
あ

る
事
例
以
外
に
は
一
例
も
み
え
ず
、
豊
後
屋
と
の
組
み
合
わ
せ
の
船
頭
名
と
し
て
は

衛
門
三
郎
、
衛
門
五
郎
、
二
郎
衛
門
の
三
名
の
名
が
み
え
るo

。
そ
の
積
み
荷
の
多
く

は
阿
波
屋
と
同
様
、
備
後
や
三
原
の
塩
で
、
他
に
衛
門
三
郎
の
苧
の
運
送
が
目
に
つ

く
。こ

れ
ら
「
枝
舟
」
の
な
い
屋
号
の
み
の
船
も
「
枝
舟
」
と
同
様
の
船
と
解
す
る
の

が
自
然
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
「
枝
舟
」
が
単
独
の
船
と
し

て
転
用
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

次
に
人
名
の
下
に
「
枝
舟
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
史
料
を
掲
げ
る
。

〔
十
月
十
七
日
〕

同
（
網
干
）

所
　
　
小
イ
ハ
シ
十
六
駄
　
　
二
百
文
　
　

二
郎
五

五
郎
大
夫
枝
舟

郎
　
　
　
同
人

十
一
月
三
日

十
一
月
二
十
二
日
の
入
港
船
に
は
以
下
の
よ
う
な
四
郎
二
郎
の
本
船
の
次
行
に

「
四
郎
二
郎
枝
舟
」
が
み
え
る
。

〔
十
一
月
二
十
二
日
〕

大
豆
四
十
五
石

サ
フ
キ
斗

宇
多
津
　
　
赤
米
十
石
　
　
八
百
四
十
五
文
　
　
四
郎
二
郎
　
　
法
徳

タ
ク
マ
八
十
石
　
　
十
二
月
六
日

同
所
　
　

胡
麻
四
十
六
石
五
斗
　
　
山
崎
物

三
郎
太

四
郎
二
郎
枝
舟

郎
　
同
人

こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
十
月
十
七
日
の
「
五
郎
大
夫
枝
舟
」
も
五
郎
太
夫
を
本
船

と
す
る
船
頭
二
郎
五
郎
の
供
船
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
兵
庫
（
北
関
）
へ
は
供
船
だ

け
が
入
港
し
、
本
船
五
郎
太
夫
の
船
は
前
述
の
桜
丸
な
ど
や
阿
波
屋
な
ど
の
船
と
同

様
、
兵
庫
（
北
関
）
以
外
の
港
に
入
港
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
人
名
の
下
に
「
枝
舟
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
ま
と
め
た
も
の
が
《
表

６
》
で
あ
る
。

船
籍
名
と
し
て
は
摂
津
の
兵
庫
（
地
下
）、
播
磨
網
干
、
備
前
牛
窓
（
泊
・
関
）、

備
中
連
嶋
、
備
後
尾
道
、
安
芸
瀬
戸
田
、
淡
路
由
良
、
讃
岐
の
宇
多
津
・
塩
飽
・
野

原
、
阿
波
宍
喰
・
橘
・
伊
予
弓
削
の
十
ヵ
国
十
三
港
で
あ
る
。

し
か
し
、
い
ま
一
つ
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
こ
う
。

二
郎
三
郎
と
船
頭
二
郎
五
郎
の
組
み
合
わ
せ
に
は
「
枝
舟
」
と
た
だ
の
「
舟
」
と

あ
る
二
種
類
の
記
載
が
み
ら
れ
る
。

〔
九
月
十
二
日
〕

泊

牛
窓
　

備
後
四
十
五
石
　

三
百
文
　

二
郎
五

二
郎
三
郎
枝
舟

郎
　
　
　
ゝ
ゝ

（
衛
門
九
郎
）

十
一
月
十
八
日

〔
十
一
月
十
八
日
〕

同
所

（
と
ま
り
・
牛
窓
）

米
百
石
　
　
山
名
兵
部
少
輔
殿
過
書
　

二
郎
五

二
郎
三
郎
舟

郎

同
人

（
衛
門
九
浪
）

二
千
石
内

同
所
　
　
米
九
十
石
　
　
同
　
　

同
人
　
　

同
人

い
ず
れ
も
牛
窓
泊
か
ら
の
船
で
、
九
月
十
二
日
は
備
後
塩
、
十
一
月
十
八
日
は
山

名
兵
部
少
輔
殿
過
書
二
千
石
内
七
艘
の
う
ち
二
艘
で
、
い
ず
れ
も
二
郎
三
郎
を
船
頭

と
す
る
牛
窓
泊
か
ら
の
船
の
入
港
は
み
え
な
い
。
こ
と
に
十
一
月
十
八
日
の
山
名
兵

部
少
輔
殿
過
書
二
千
石
内
七
艘
は
こ
の
二
郎
五
郎
の
二
艘
の
船
以
外
の
五
艘
の
船
頭

は
衛
門
二
郎
の
二
艘
と
衛
門
太
郎
、
助
、
左
衛
門
二
郎
が
そ
れ
ぞ
れ
一
艘
で
あ
る
。

さ
ら
に
前
述
の
宇
多
津
の
四
郎
二
郎
に
も
「
枝
舟
」
で
な
く
、
た
だ
「
舟
」
と
あ

る
記
載
が
み
ら
れ
る
。
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『
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
』
に
み
る
枝
船
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摂津　地下 道念―大夫三郎　11.18（米五十石・大豆十五石）
播磨　網干 衛門二郎介　―孫大夫　9.27（米廿石・あか十石）

五郎二郎大夫―二郎五郎　6.25（小鰯十三駄）
五郎大夫―二郎五郎　10.17（小イハシ十六駄）
大夫三郎衛門―九浪二郎　6.29（小イハシ十駄）

備前　牛窓 吉阿―兵衛　9.8（備後八十石）
宮内―兵衛太郎　5.4（嶋二百廿石）
二郎三郎―二郎五郎　9.12（備後四十五石）
介―三郎太郎　10.18（嶋八十五石）
助五―七郎五郎　4.2（海老卅五石・嶋卅石・小麦三石）
道空―四郎太郎　8.26（苧卅束・小シマ百廿石・米十石）
道見―三郎太郎　4.5（嶋六十石） 11.9（シマ二百石）
西脇―五郎衛門　7.22（備後百十石）
八郎二郎―衛門二郎　1014（備後廿三石・シマ十石）

備中　連嶋 三郎兵衛―左衛門二郎　7.25（筵三百枚）
備後　尾道 祐宗―四郎左衛門　5.24（米八十石・備後四十石）
安芸　瀬戸田 新衛門―九郎三郎　11.26（備後卅石・小イハシ百廿石）

六郎衛門―彦太郎　4.17（備後百廿石） 12.15（赤イハシ五十名）
淡路　由良 庵室―掃部太郎　8.17（榑百五十石）

あせち―掃部太郎　9.18（榑百五十石）
内海―兵衛二郎　8.12（榑百廿石）

讃岐　宇多津 四郎二郎―三郎太郎　11.22（胡麻四十六石五斗　山崎物）［前行に讃岐　宇多津　四郎二郎］
四郎衛門―三郎四郎　10.21（タクマ百廿石）

塩飽 太郎兵衛―二郎三郎　5.15（塩二百石）
太郎左衛門（かうの）―浄空　7.16（小麦十石・塩二百廿石）

野原 藤三郎―五郎四郎　10.13（米十五石・大麦二石）
阿波　宍喰 刑部四郎―三郎衛門　10.24（材木百廿石）

橘 宍喰　形部四郎―形部　9.20（榑百廿石）
伊予 弓削（弓梳・以下） 治部―九郎四郎　6.15（備後六十五名） 7.22（備後八十石） 9.4（備後六十五石）

11.9（備後九十石）
治部―九郎太郎　9.4（備後卅八石）
太郎衛門（枝舟）―孫四郎　5.15（備後九十石）

摂津　地下 林　孫五郎（船）―三郎　7.23（アイ十六石）
嶋本　三郎五郎（船）―太郎二郎　9.7（苧五十束）

備前　牛窓 二郎三郎―二郎五郎（舟）11.18（米百石）→二郎三郎―二郎五郎［枝舟アリ］
太郎左衛門（舟）―孫四郎　12.14（淀十一艘）

讃岐　宇多津 四郎二郎（船）―三郎四郎　8.17（タクマ百十石）→四郎二郎―三郎太郎［枝舟アリ］
東山　太郎左衛門（舟）―藤三郎　12.12（タクマ二百石）

阿波　橘 海部　介兵衛（舟）―形部　11.15（クレ百五十石）
備前　牛窓 番田五郎二郎（物）―四郎太郎　12.15（小シマ百卅石・米廿石）→道空―四郎太郎［枝舟アリ］

表６　人名の下に「枝舟」と記載されているもの
（点線以下は「舟」・「物」とあるもの）



〔
八
月
十
七
日
〕

宇
多
津
　
　
タ
ク
マ
百
十
石
　
　
三
百
六
十
文
　

三
郎
四

四
郎
二
郎
舩

郎
　
　
　
法
徳

八
月
廿
一
日

こ
れ
も
八
月
十
七
日
の
宇
多
津
か
ら
の
入
港
船
に
四
郎
二
郎
を
船
頭
と
す
る
船
は

み
え
な
い
。

ま
た
、
他
に
も
人
名
の
下
に
「
舟
」
あ
る
い
は
「
物
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
次
の

よ
う
な
事
例
が
み
ら
れ
る
。

〔
七
月
廿
三
日
〕

地
下
　
　
ア
イ
十
六
石
　
　
百
八
十
文
　

三
郎

林
孫
五
郎
カ
舩
也

七
月
廿
五
日

〔
十
二
月
十
四
日
〕

関

牛
窓
　
　
　

淀
十
一
艘
之
内
　
　

孫
四

太
郎
左
衛
門
舟

郎

衛
門
□
□
（
九
郎
）

〔
十
二
月
十
五
日
〕

泊

牛
窓
　
　
小
シ
マ
百
卅
石
　
　

四
郎
太

番
田
五
郎
二
郎
物

郎
　

米
廿
石
　
　

道
空

七
月
二
十
三
日
は
林
孫
五
郎
の
船
で
三
郎
が
「
藍
」
を
運
送
し
て
き
た
も
の
で
あ

る
が
、
林
は
播
磨
の
現
明
石
市
林
に
比
定
さ
れ
、
二
月
三
日
に
は
林
か
ら
孫
五
郎
が

阿
賀
塩
四
十
石
を
運
送
し
て
い
る
。
十
二
月
十
五
日
に
は
牛
窓
泊
か
ら
児
島
塩
百
三

十
石
と
米
二
十
石
を
四
郎
太
郎
が
運
送
し
て
い
る
が
、「
番
田
五
郎
二
郎
物
」
の

「
物
」
は
五
郎
二
郎
に
委
託
さ
れ
た
「
物
品
」
と
い
う
よ
り
は
林
孫
五
郎
の
船
と
同

様
五
郎
二
郎
の
船
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
五
郎
二
郎
は
番
田
か
ら
三
月
二
十
六
日

に
児
島
塩
百
三
十
石
と
海
老
三
十
駄
を
六
月
十
日
に
児
島
塩
八
十
石
と
帋
十
五
駄
を

運
送
し
て
い
る
。
な
お
、
太
郎
左
衛
門
は
牛
窓
の
関
を
は
じ
め
泊
、
綾
い
ず
れ
も
そ

の
名
を
み
な
い
。

こ
れ
ら
「
舟
」
と
の
み
記
載
さ
れ
た
事
例
は
「
枝
舟
」
の
省
略
な
い
し
は
書
き
誤

り
と
も
み
な
し
う
る
が
、「
物
」
を
「
枝
舟
」
と
書
き
誤
っ
た
と
み
な
す
こ
と
は
出

来
な
い
で
あ
ろ
う
。「
物
」
は
持
船
と
の
意
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
し
、「
舟
」
も

同
様
に
理
解
す
べ
き
と
考
え
る
。
あ
る
い
は
本
船
の
見
当
た
ら
な
い
「
枝
舟
」
の
記

載
の
内
に
も
持
船
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
も
っ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
船
頭
名
の
右
肩
に
「
枝
舟
」
と
だ
け
記
載
さ
れ
て
い
る
史
料
を
掲
げ
る
。

〔
十
月
十
七
日
〕

あ
か
十
五
石

同
（
網
干
）所
　
　
コ
マ
三
石
　
　

四
百
廿
文
　

衛
枝
舟

門
五
郎
　
　
同
人

小
イ
ハ
シ
廿
七
駄
　
　
□
月
廿
七
日

こ
の
船
頭
名
の
右
肩
に
「
枝
舟
」
と
の
み
あ
る
も
の
は
十
ヵ
国
、
二
十
四
港
に
わ

た
り
、
船
頭
名
は
三
十
四
名
を
数
え
る
。
以
下
、
そ
れ
を
列
記
す
る
と
、

摂
津
　
地
下
（
新
源
・
二
郎
衛
門
・
衛
門
九
郎
・
太
郎
左
衛
門
）

魚
崎
（
兵
衛
）

播
磨
　
網
干
（
衛
門
五
郎
）

今
在
家
（
左
衛
門
五
郎
）

栄
嶋
（
五
郎
衛
門
）

松
江
（
宮
内
衛
門
）

松
原
（
八
郎
四
郎
）

室
（
右
馬
四
郎
）

備
前
　
伊
部
（
三
郎
太
郎
）

牛
窓
（
三
郎
衛
門
・
掃
部
）

下
津
井
（
源
左
衛
門
）

日
々
（
左
衛
門
□
□
）

備
後
　
鞆
（
九
郎
三
郎
）

安
芸
　
蒲
苅
（
帯
刀
）

高
崎
（
雅
楽
）

淡
路
　
由
良
（
六
郎
二
郎
・
右
近
二
郎
・
左
衛
門
□
□
）

讃
岐
　
宇
多
津
（
左
衛
門
九
郎
）

三
本
松
（
七
郎
左
衛
門
）

平
山
（
与
平
四
郎
）
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阿
波
　
海
部
（
三
郎
左
衛
門
・
孫
左
衛
門
）

宍
喰
（
形
部
四
郎
）

土
佐
　
甲
浦
（
中
嶋
・
七
郎
左
衛
門
・
右
近
二
郎
）

先
浜
（
木
工
左
衛
門
）

豊
前
　
門
司
（
正
言
＝
将
監
）

と
な
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
船
頭
名
の
次
行
に
「
枝
舟
」
あ
る
い
は
「
同
人
」
と
あ

る
本
船
の
船
頭
と
し
て
も
そ
の
名
が
み
え
る
も
の
と
を
比
較
し
た
の
が
表
７

で
あ
る
。

六
カ
国
、
十
港
、
十
一
名
の
船
頭
名
と
ほ
ぼ
半
数
が
一
致
し
、
船
頭
名
の

右
肩
に
「
枝
舟
」
と
記
載
の
あ
る
も
の
の
船
頭
は
本
船
の
船
頭
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
、
前
述
の
「
枝
舟
」
だ
け
し
か
み
え
な
い
事
例
と
同
様
本
船
は
兵

庫
北
関
に
は
入
港
し
な
い
で
、
供
給
だ
け
が
入
船
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
と
め

以
上
『
北
関
入
船
納
帳
』
に
み
ら
れ
る
枝
船
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
と
こ

ろ
を
ま
と
め
て
み
る
。

（
１
）
当
該
期
の
兵
庫
北
関
に
は
本
船
に
伴
わ
れ
た
枝
船
が
多
数
入
港
し

て
い
た
。
本
船
が
北
関
に
入
港
せ
ず
、
枝
船
だ
け
の
入
港
も
少
な
か
ら
ず
あ

っ
た
。

（
２
）
枝
船
は
主
と
し
て
本
船
の
供
船
と
し
て
用
い
ら
れ
、「
水
無
瀬
」
な

ど
で
は
本
船
と
陸
岸
と
の
連
絡
や
運
送
に
も
用
い
ら
れ
た
と
想
定
さ
れ
る

が
、『
北
関
入
船
納
帳
』
で
は
こ
れ
を
断
定
す
る
確
証
を
欠
く
。

（
３
）『
北
関
入
船
納
帳
』
に
み
え
る
枝
船
に
は
船
頭
の
名
が
記
載
さ
れ
て

い
る
物
が
多
く
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
枝
船
の
船

頭
に
は
本
船
の
船
頭
と
あ
る
種
の
支
配
関
係
が
推
測
さ
れ
、
な
か
に
は
複
数

の
本
船
の
下
で
枝
船
と
し
て
従
事
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
枝
船
に
持
船
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摂津　魚崎 兵衛 9.24（米廿石） 9.28②（大麦十石・米六十五石）・（米廿石）
10.29（米十五石） 11.26（米廿六石）

播磨　網干 衛門五郎 10.17（あか十五石・コマ三石・小イハシ廿七駄）
10.19（あか十三石・小イハシ十五石〆）

今在家 左衛門五郎 9.13（米廿一石） 9.27（小イハシ廿駄） 10.13（少鰯二十八駄）
10.28（米六十石）

営嶋（栄嶋） 五郎衛門 11.8（米四十二石）
松江 宮内衛門 9.3（あか四十石）
室　橋 右馬四郎 10.17（橋　少鰯廿二駄） 11.4（少鰯廿五駄）

備前　牛窓 三郎衛門 10.3（山名二千石内）
讃岐　三本松 七郎左衛門 6.17（菅領千石　米マメ卅石・米麦三石）
阿波　海部 孫左衛門 8.11（榑百四十石〆） 11.15（クレ百四十石〆）
土佐　甲浦 七郎左衛門 3.21（榑百四十石〆） 12.19（榑百四十石〆）

中嶋 3.10（材木七十石〆） 5.7（材木七十石〆） 7.27（榑七十石〆）
11.16（材木七十石〆） 12.19（榑七十石〆）

摂津　魚崎 兵衛 10.17②（米・あか・大麦） 12.16②（米）
播磨　網干 衛門五郎 5.24（アカ） 6.30（大麦・小麦） 11.7②（米・あか）

11.18②（米・あか） 12.4②（米・あか）
今在家 左衛門五郎 10.28（米） 11.18（米・米大豆） 12.5②（米・あか・小イハシ）

12.17（あか・米）
営嶋（栄嶋） 五郎衛門 9.12（米） 11.26（米）
松江 宮内衛門 10.13（米）
室　橋 右馬四郎 11.18（小イハシ）

備前　牛窓 三郎衛門 12.9（米）
讃岐　三本松 七郎左衛門 10.9（米・小イハシ） 11.10（米・小イハシ・材木・小クレ）
阿波　海部 孫左衛門 5.17（榑） 7.6（榑）
土佐　甲浦 七郎左衛門 2.3（材木） 5.7（材木） 6.27（榑） 10.7（榑）

中嶋 10.7（榑）

表７　
（上段は「枝舟」＋名前、下段は船頭名の次行に「枝舟」・「同人」）



的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
記
載
さ
れ
て
い
る
前
述
の
指
摘
と
合
わ
せ
て
、
近
世
の
船
主
や

船
持
船
頭
と
雇
い
船
頭
と
の
関
係
の
萌
芽
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。

注q

東
山
御
文
庫
記
録
　
甲
二
七
七
　
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
謄
写
本
）

w
e

宝
鏡
寺
文
書
　
（
京
都
大
学
影
写
本
）

r

燈
心
文
庫
（
林
屋
辰
三
郎
）
編

『
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
』
中
央
公
論
美
術
出
版
　
一
九
八
一
。

t

『
日
本
海
事
慣
習
史
』
吉
川
弘
文
館
　
一
九
八
九
。

『
廻
船
式
目
』
に
つ
い
て
の
先
駆
的
研
究
と
し
て
は
戦
前
に
住
田
正
一
『
廻
船
式
目

の
研
究
』（
東
洋
堂
　
一
九
四
二
）
が
あ
る
。

y

兵
庫
に
入
港
せ
ず
、
他
の
港
へ
入
港
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
応
永
二
十
六
年

（
一
四
一
九
）
に
東
寺
領
周
防
国
美
和
庄
兼
行
名
の
年
貢
運
送
船
が
兵
庫
を
経
由
せ
ず
、

尼
崎
に
直
航
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
兵
庫
に
受
け
取
り
に
派
遣
さ
れ
た
東
寺
か
ら

の
五
人
の
使
者
は
兵
庫
で
三
日
の
滞
在
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。（「
応
永
二
十
六
年

最
勝
光
院
方
評
定
引
付
」

『
大
日
本
古
文
書
　
東
寺
文
書
之
五
』
お
よ
び
「
応
永

二
十
六
年
周
防
国
美
和
庄
兼
行
名
年
貢
請
取
雑
用
帳
」『
教
王
護
国
寺
文
書
　
巻
三
』）

さ
ら
に
『
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
』
の
十
月
二
十
日
に
は
大
豆
二
十
七
石
を
運
送
し
て

入
港
し
た
地
下
（
兵
庫
）
の
い
も
し
□
□
太
夫
三
郎
は
そ
の
脇
書
き
に
「
道
念
南
行

舟
」
と
あ
る
。
こ
の
「
南
行
」
と
は
南
海
道
、
す
な
わ
ち
淡
路
や
四
国
、
紀
伊
方
面

を
指
し
、
そ
こ
に
向
か
う
道
念
の
船
と
も
解
さ
れ
る
が
、
ま
た
、「（
兵
庫
）
南
関
」

に
向
か
う
道
念
の
船
と
の
可
能
性
も
否
定
出
来
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、

『
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
』
に
は
他
に
南
関
と
の
関
係
を
う
か
が
う
材
料
は
な
い
。

u

あ
わ
屋
は
左
衛
門
五
郎
の
他
の
船
頭
名
と
し
て
は
三
郎
五
郎
が
九
月
七
日
に
一
例

み
ら
れ
、
あ
か
（
英
賀
）
塩
七
十
石
を
運
送
し
て
い
る
。

i

生
子
屋
は
衛
門
四
郎
の
他
に
船
頭
名
と
し
て
衛
門
三
郎
が
三
月
六
日
か
ら
九
月
二

十
日
ま
で
以
下
の
よ
う
に
六
例
が
み
ら
れ
る
。

３
・
６
（
米
十
石
・
備
後
百
七
十
石
）

３
・
19
（
小
嶋
十
五
石
・
帋
二
駄
）

６
・
29
（
榑
百
十
石
〆
・
ア
ラ
メ
七
十
石
〆
）

７
・
12
（
ア
ラ
メ
卅
石
〆
）

８
・
13
（
榑
百
八
十
石
〆
）

９
・
20
（
榑
二
百
石
〆
）

o

豊
後
屋
の
名
が
み
え
る
船
頭
衛
門
三
郎
、
衛
門
五
郎
、
二
郎
衛
門
に
つ
い
て
は
以

下
の
如
く
で
あ
る
。

衛
門
三
郎
　
３
・
29
（
三
原
卅
五
石
）

５
・
１
（
三
原
四
十
石
）

７
・
22
（
苧

卅
束
）

７
・
28
（
苧
六
十
五
束
）

９
・
２
（
苧
廿
五
束
）

９
・
４
（
苧
六
十

束
）

11
・
27

②
（
コ
マ
廿
石
・
マ
メ
卅
五
石
）
・
（
コ
マ
十
五
石
・
マ
メ
米
十

五
石
・
ソ
ハ
五
石
）

衛
門
五
郎
　
９
・
16
（
備
後
四
十
五
石
）

二
郎
衛
門
　
５
・
19
（
備
後
百
八
十
石
）

６
・
21
（
ア
ラ
メ
九
十
石
〆
）

８
・

27
（
三
ハ
ら
廿
五
石
）

９
・
12
（
備
後
百
八
十
石
）

（
本
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
）
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